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１ 計画の概要
（１）背景

近年の急速な少子高齢化の進展、人口減少社会の到来を踏まえ、平成１８年６月、

現在及び将来における国民の豊かな住生活の実現を目的とした「住生活基本法」が制

定され、同年９月には、住生活基本法に掲げられた基本理念や基本的施策を具体化し

推進するための「住生活基本計画（全国計画）」が策定されました。

その後おおむね５年を経過したことから見直しが行われ、平成２３年３月に、平成

２３年度から平成３２年度を計画期間とする新たな計画として改定されています。

また、平成１９年７月に施行された「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の

促進に関する法律（通称：住宅セーフティネット法）」において、公営住宅は、低所

得者以外に、高齢者、障がい者、子育て世帯等が安心して暮らせる住まいとして中核

的な役割を果たすことを位置づけられました。

一方、住宅ストックに限らず、社会資本ストック全般に対するストック重視の方針

として、財政制度等審議会「平成２０年度予算の編成等に関する建議」（平成１９年

１１月）において、「社会資本ストックの長寿命化を図り、ライフサイクルコスト（以

下「ＬＣＣ」という。）の縮減につなげていくため、点検の強化及び早期の管理・修

繕により更新コストの削減を目指す長寿命化計画の策定とこれに基づく予防保全的

管理をあらゆる事業分野において進めていくべきである。」と建議されています。

本町では、和田Ｂ団地（１８戸）、和田Ｃ団地（１８戸）について、点検の強化及

び早期の修繕により更新コストの縮減を目指し、美浜町営住宅長寿命化計画の策定

及びこれに基づく予防保全的管理・修繕、長寿命化に資する改善を推進していくこと

が重要であり求められます。

（２）目的
本計画は、計画策定の背景を踏まえ、安心して安全で快適な住まいを長きにわたっ

て確保するよう、中長期的な視点に立ち、予防保全的な観点から点検や修繕、改善の

計画を定め、長寿命化による更新コストの削減及び事業量の平準化を図ることを目

的とします。

基本目標１ 適切な維持管理の実施による住宅ストックの長寿命化及びＬＣＣ
の低減

一定の質を確保し、長期にわたり安定的に町民に対し町営住宅を供給するためには、
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適切な修繕等を実施することが必要である。

そのためには、法令に基づく定期的点検及び日常的な点検による結果をはじめ、修繕

周期をもとに建物の状況を勘案しながら計画的な修繕を実施する必要がある。また、計

画的な修繕を実施することで、緊急的な修繕費用の削減を行い、ＬＣＣの低減に繋げて

いく。

基本目標２ 計画的な点検、修繕及び改善事業の推進による事業量の平準化
本町の町営住宅、和田Ｂ団地、和田Ｃ団地の２棟３６戸については、長期的な活用を

図ることが必要不可欠である。また、厳しい財政状況下であることから費用負担等を考

慮し、各年の事業量を平準化し計画的に事業を実施していく。

２ 町営住宅ストック等の状況
（１）美浜町の概要
①人口・世帯数等
人口は、平成２７年１０月１日時点で７，４８０人、世帯数は、２，９６４世帯

であり、人口は平成７年と比較し約０．８４倍に、世帯数は約０．９８倍に減少し

ている。人口は年々緩やかな減少となっている。また、世帯員数は年々減少してお

り、平成２７年時点で２．５人／世帯となっている。
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②年齢構成
年齢構成 3階層別人口の割合をみると、生産年齢人口（１５～６４歳）は平成７

年の６２．３％から平成２７年の５５．６％と大きく減少している。一方で老年人

口は平成７年の２１．０％から平成２７年の３３．４％と大きく増加している。ま

た、年少人口も平成７年の１６．７％から平成２７年の１１．０％と大きく減少し

ている。

（２）町営住宅の概要
①町営住宅の管理状況
・町営住宅は、８棟、７２戸がある。

団地名 所在地 建設年度 棟数 階数 戸数 構造

和田Ｂ団地 大字和田 1138

番地の 182

平成 9年度 １ ３ １８ 鉄筋コンクリート

造

和田Ｃ団地 大字和田 1138

番地の 182

平成 14年度 １ ３ １８ 鉄筋コンクリート

造

和田大浜Ａ

団地

大字和田 1138

番地

昭和 43年度 ２ ２ １２ 簡易耐火ブロック

造

和田大浜Ｂ

団地

大字和田 1138

番地

昭和 44年度 ２ ２ １２ 簡易耐火ブロック

造

和田大浜Ｃ

団地

大字和田 1138

番地

昭和 45年度 ２ ２ １２ 簡易耐火ブロック

造
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②町営住宅入居者の状況
和田Ｂ団地、和田Ｃ団地の３６戸についての入居率は、１００％となっている。

また、現在の入居者がすべて退去した後に用途廃止を予定している和田大浜Ａ団地、

和田大浜Ｂ団地、和田大浜Ｃ団地の３６戸については、２６戸が入居している。

入居者数は、全体で１２２人、一戸当たりの人員は１．９７人となっており、そ

のうち、１５歳以下の入居者がいる子育て世帯は１２世帯、また、入居者全員が６

５歳以上の高齢者世帯は２３世帯となっている。

③町営住宅入居者の収入状況
町営住宅における本来入居階層である収入分位２５％以下の世帯がほとんどと

なっている。なお、収入超過者は５世帯となっており、高額所得者は入居していな

い。

④町営住宅需要の状況
本町の町営住宅では慢性的な空室は発生していない。空室発生による入居者募集

時においては、複数の応募により高倍率での抽選が実施されてきており、経済的困

窮を理由とする応募が多くなっている。

３ 長寿命化に関する基本方針
（１）ストック状況の把握及び日常的な維持管理の方針
①ストック状況の把握のための管理データベース活用
町営住宅ストックの長寿命化を図るため、建物の経年劣化等による性能の低下に

対する予防保全的な維持管理計画が必要である。そのため、定期点検時の建物・設

備の状況及び修繕・改善記録の管理データベースを整備する。

②日常的な維持管理の方針
日常的な維持管理の方針にあたっては、引き続き定期点検を実施するとともに、

建物の経年劣化等による事故を未然に防ぐため、修繕・改善を実施する。

（２）長寿命化及びＬＣＣの縮減に関する方針
①長寿命化
対症療法的な維持管理から、予防保全的な維持管理及び耐久性の向上等を図る改
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善を実施することにより、町営住宅の長寿命化を図る。

②ＬＣＣの縮減
仕様の水準向上等による耐久性の向上、予防保全的な維持管理の実践による修繕

周期の延長等により、ＬＣＣの縮減を図る。

４ 長寿命化を図るべき町営住宅
（１）維持管理対象町営住宅

５ 計画期間
本計画は、令和３年度から令和１２年度までの１０年間と計画期間を定める。な

お、今後の社会情勢の変化、国や県の動向及び施策効果に対する評価を踏まえ、計

画期間内であっても適宜見直しを行うものとする。

６ 長寿命化のための維持管理計画
（１）修繕の方針

標準的な修繕周期を踏まえて定期的な点検を行い、適切な時期に予防保全的な計

画修繕を行うことで、居住性・安全性等の維持・向上を図り、限りある資源を長期

的に活用する。

ただし、修繕工事において、長寿命化型改善が有効な場合は、長寿命化型改善に

て実施する。

①計画修繕
外壁の塗り替え、屋根防水工事の実施等、周期的に実施する必要のある修繕

②経常修繕
水漏れ、外壁のひび割れ、雨漏り等、不特定の時期に発生する居住上の不具合に

対 象 合 計

町営住宅管理戸数 ７２戸

・維持管理予定戸数 ３６戸

うち修繕対応戸数 ０戸

うち改善予定戸数 ３６戸

・立替予定戸数 ０戸

・用途廃止予定戸数 ３６戸
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対し、その都度実施する必要がある経常的な修繕

③空室修繕
空室となった住戸の住替えのための修繕

（２）改善の方針
標準的な修繕周期を踏まえて実施する定期的な点検に基づき、適切な時期に改善

を行うことで、長期的に活用することができるよう、以下の改善を実施する。

①居住性向上型
居住者が快適に生活できるように、予算規模や対象戸数・共用部分・屋外等の状

況を踏まえて検討する。

②福祉対応型
高齢者や障がい者等が安全・快適に生活できるように、対象戸数・共用部分・屋

外等の状況を踏まえて検討する。

③長寿命化型
和田Ｂ団地、和田Ｃ団地においては、一定の居住性や安全性が確保されており、

長期的な活用を図る必要があることから、耐久性の向上や躯体への影響の低減、維

持管理の容易性向上の観点から予防保全的な改善を実施する。

（実施内容：外壁・屋根等の耐久性向上）

（３）修繕・改善等の事業一覧
ⅰ）修繕・改善に係る事業予定一覧
別紙様式１による

ⅱ）建替えに係る事業予定一覧
対象事業が無いため省略

ⅲ）共同施設に係る事業予定一覧
対象事業が無いため省略

７ 長寿命化のための維持管理による効果
（１）長寿命化のための維持管理による効果
・緊急修繕等の対症療法型の維持管理から、予防保全的な修繕や耐久性の向上に資

する改善等を計画的に実施することで、長寿命化が図られ、ＬＣＣが縮減する。

・定期点検等により現状を把握しながら、適切な修繕及び改善を実施することで、
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安全が確保される。

・町営住宅の建設年度や状態を踏まえ、重要度に応じた維持管理を実施する。

（２）ＬＣＣの改善効果
ＬＣＣの削減効果について算定した結果、対象となる長寿命化型改善の住棟につ

いて、削減効果があることが確認できた。長寿命化型改善によって縮減できる年当

たり戸当たりコストは、和田 B団地で約１３９，０００円、和田 C団地で約１４

２，０００円となっている。



【様式１】計画修繕・改善事業の実施予定一覧

　事業主体名：

　住宅の区分： 公営住宅

法定点検
法定点検に
準じた点検 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

和田Ｂ団地 18 RC造 H9 R3
外壁改修、
屋根防水
(長寿命化)

2,499

和田Ｃ団地 18 RC造 H14 R3
外壁改修、
屋根防水
(長寿命化)

2,549

和歌山県美浜町

団地名 戸数 構造
建設
年度

次期点検時期 修繕・改善事業の内容 LCC
縮減効果
(千円/
年)

備考


